
名古屋⼯業⼤学における公益通報処理のフロー図

通報者 通報窓⼝ 総括責任者

通報受付/受付報告 報告の受取

通報・相談受付シート受領

判断結果の受取/結果通知
（通報受付後20⽇以内）

公益通報として受理
するか否かを判断

調査結果（法令等違反⾏為の
有無）報告の受取・不利益取
扱いの確認

受理する場合は
調査委員会設置

学⻑

調査開始（調査決定後30⽇以内）

調査結果報告書作成・提出（調査開始後150⽇以内）

調査結果報告書受取

調査結果報告 報告の受取

役員会審議

【違反あり】

是正措置・再発防⽌策を
講じる。

【違反なし】

通報が不正の⽬的の場合、
通報者の処分等適切な措置
を講じる。

違反⾏為に関与した者の
処分

是正措置等の報告受取 是正措置等の
報告

報告の受取

※総括責任者は、担当理事
及び 監事 へも報告

調査委員会

◆調査計画の策定・調査の実施
◆調査結果の検証
◆是正措置の必要性の検討

必要に応じて監事に意⾒・助⾔を求める。

フォローアップ
是正措置・再発防⽌策が機能しているか検証し、機能していなければ追加措置を講じる。

通報者に不利益取扱いが発⽣していないかを確認し、発⽣していれば是正・関係者の処分等の措置を講じる。

通報・相談

受付通知
（匿名時は除く）

結果通知
（匿名時は除く）

結果報告・不利益
取扱いの確認

（匿名時は除く）

是正措置等通知
（匿名時は除く）

通報処理の終了


